
日々の生活の中で

お互いの「じんけん」を尊重することを

自然に感じたり、考えたり、行動することが

定着した生活の有り様そのもの

それが「「人人権権文文化化」」です

身長も体重も顔かたちもみんな違うけれど

ただ一つ「幸せに生きたい」という

願いはみんな同じです

そんな違いを認めあい

同じ命をいたわりあうことが

息をするように自然なことになる社会へ

ことさらに「じんけん」を特別なものとして

考えるのではなく

いつもかかわりあって

あたりまえのことだと思えるように

ごく普通にそんな意識をもって

くらせる社会づくりが

「「人人権権文文化化ををすすすすめめるる」」ということなのです

(兵庫県・（財）兵庫県人権啓発協会 )「人権文化をすすめるために」より
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じんけんというあたりまえのこと

●いのち輝かせて●

●ひとを大切にして●
ひと 自分が大切

あなたも大切

みんな大切

いのち かけがえのない命

 つながっている命

 支え合っている命

「自分を受け入れる」

　自分と他の人を比べて「優れている」「劣っている」という見方をしてしまう

ことが私たちにはあります。それがもとになって「優越感」や「ねたみ心」が

めばえ、「見下した態度」や「嫌がらせ」になってあらわれることがあります。

　他の人と比べるのではなく、かけがえのない自分の命を見つめ、「ありのままの

自分を受け入れる」ことが大切ではないでしょうか。

「自分も人も大切にする」欲ばりな生き方、考えてみませんか？

「長所」は「短所」

　短所と長所は裏表の関係にあります。短所ではなく「長所を見ようとする」

ことで、自分を好きになれます。そうすると、相手の長所も見えてきて、人を

大切にできるのではないでしょうか。

「短所」を「長所」に言い換えるとどうなるでしょう

 おせっかい → めんどう見がよい

 一人で抱え込んでしまう → 責任感が強い

 おおざっぱ → おおらか

 くどい → ていねい

　命を輝かせて生きるために、自分はいったい何を大切にし、どんな生き方を

すればよいのでしょうか？

「大切なこと」

　生活や仕事に不満をもったり、人間関係がぎくしゃくしたときに、

原因が自分にあるのに相手を攻撃したり、他の人のせいにしてしまった

ことはありませんか。

　差別的な発言、いじめ、虐待などの問題は、このような「心のゆがみ」が

きっかけとなることが往々にしてあります。「つねに自分を振り返る」

「前向きに生きる」ことが人として大切なのではないでしょうか。

誤った理解は、偏見や間違ったイメージをつくり、判断を狂わ

せます。「問題を解決するには、その問題を正しく知る」ことが

大切ではないでしょうか。

●ただしく知って●
ただしく　

「あいさつ」と「笑顔」

　「あいさつ」と「笑顔」は人の心をなごませます。それは、人種、年齢

などにかかわらず、心の扉を開くカギの役割を果たします。

　「相手を思いやる気持ち」があれば、何かできることが見つかるのでは

ないでしょうか。

「生い立ち」「考え方」「文化」など、自分とは違う人との

かかわりが多ければ多いほど、生き方の幅が広がり、人に

優しくなれるのではないでしょうか。

●ちがいを認めあいかかわりあって●
かかわり

「うれしい」「たのしい」「おはようございます」

「感謝します」「ありがとうございます」

「ごめんなさい」…

一日を振り返り、「幸せを感じることば」を何回

ぐらい思ったり使ったりしたでしょう。

●人権文化の息づくまち●
幸せを感じることば

(兵庫県・（財）兵庫県人権啓発協会 )「人権文化をすすめるために」より

「人権文化の息づくまち」は、家庭、学校、職場、地域において、このような

ことばに満ちあふれた「まち」ではないでしょうか。
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　みなさんは補助犬をみたことがありますか。補助犬は「身体障害者補助犬」という正

式名称で、目や耳や手足が不自由な人の自立や社会参加を助けるための犬のことです。

そして補助犬には三つの種類があります。視覚に障害のある人の歩行を助ける「盲導

犬」、聴覚に障害のある人に必要な音を知らせる「聴導犬」、手足などに障害がある人の

日常生活を助ける「介助犬」です。

　私が補助犬に興味をもったきっかけは、インターネットで補助犬ユーザーのある話を

目にしたことです。

　それは、「飲食店で入店を断られた補助犬ユーザーが、小学生の説明により入店を受

け入れられ、その後、他のお客さんから補助犬の素晴らしさを褒められた。」という話

です。

　私はこの話を知って二つのことを思いました。

　一つ目は、まだ補助犬について深く理解している人が多くないんだなということで

す。補助犬ユーザーの入店を拒否した店側も補助犬を店内に入れることが、他のお客さ

んにとって衛生面や心理面で影響を与える可能性があると考え、悩んだ結果、入店を断

ったのだろうと思いました。しかし、小学生の説明を聞いて、補助犬について理解し、

快く受け入れられた店側は素敵だなと思いました。

　二つ目は、店員が心配しなくてもいいくらい他のお客さんが補助犬に対してとてもポ

ジティブな考え方をしていたことです。このように補助犬がいろいろな店や施設で正し

く理解されるようになればいいのになと思います。

　しかし、犬アレルギーの人や、犬に対して恐怖心を抱いている人はどうでしょうか。

自分と犬が同じ空間にいることが不可能な人もいます。この人たちは決して悪くありま

せん。

　では、補助犬ユーザーとこれらの人がお互い我慢せずに店を利用できるようにするに

はどうしたらよいのでしょうか。私は補助犬ユーザーが使う別のエリアを作ったらいい

と思います。店の大きさによって可能な店とそうでない店があると思いますが、補助犬

ユーザーもそれ以外の人もゆったり安心して過ごせる店が少しでも増えたらいいなと思

います。

　「飲食店に犬がいるのは不衛生なのではないか」「吠えたりしてうるさくなるのでは

ないか」という否定的な意見もあると思います。しかし補助犬について調べてみると、

「案外マイナスなことはないんだな」と意見がかわるかもしれませ

ん。また補助犬は、「身体障害者補助犬法」という法律に基づいて

訓練し、認定されているので、どんな訓練をしているのかを知るこ

とで、理解も深まると思います。

　補助犬ユーザーもそれ以外の人も補助犬も暮らしやすい社会にし

ていきたいと思います。

令和６年　相生市内在学の生徒による福祉教育作文の紹介

中学校の部　優秀賞

『補助犬の理解を広めよう』　双葉中学校　３年　宮内　友彩

正しいことを知る、そして、正しいことを伝えることが人権文化の息づくまちづくり

の第一歩ということを教えてもらった作品です。

大人の人権教室

令和５年に兵庫県では県民の人権に関する意識調査が行われました。

令和６年３月にその結果がまとめられています。

人権に関する県民意識調査より（令和６年３月）

３０．２％ ％１．１５題問の害侵権人るよにトッネータンイ

％８．２４題問るす関に人るあの害障

％６．０４題問るす関に性女

％０．０４題問るす関にもど子

風評被害に基づく偏見や差別など、災害に伴う人権侵害の問題

・関心のある人権問題は、「インターネットによる人権侵害の問題」が最も高く、次

いで、「障害のある人に関する問題」、「女性に関する問題」、「子どもに関する問題」

などの順となっている。 

関心のある人権問題上位３つについて考えてみましょう

●インターネットによる人権侵害をなくそう 

●障害を理由とする偏見や差別をなくそう 

●女性の人権を守ろう 

　インターネット上で、他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプライバシーを侵害した

り、あるいは偏見や差別を助長したりするような情報を発信するといった悪質な事案

が急増しています。このような情報の発信は、同様の書き込みを次々と誘発し、取り返

しのつかない重大な人権侵害にもつながるもので、決してあってはなりません。

　個人の名誉やプライバシー、インターネットを利用する際のルールやマナーに関す

る正しい知識と理解を深めていくことが必要です。 

　障害のある人が地域社会の中で暮らしていくうえで、階段等の「物理的な障壁」、資

格制限等の「制度的な障壁」、差別や偏見等の「心理的な障壁」、点字図書の不足等の「文

化・情報面の障害」等があります。スポーツや音楽、文化活動等のあらゆる機会を通じ

て障害や障害のある人に対する正しい理解と認識を深めていきたいです。 

 人々の意識や社会の習慣のなかには、今なお「男は仕事、女は家庭」

といった男女固定的な役割分担が残っており、また政策・方針決定の

女性の参画の遅れもみられます。このため男女が対等なパートナー

として社会のあらゆる分野に参画し得る「男女共同参画社会」の

実現をめざしていきたいです。 
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　矢野川幼稚園、若狭野小学校と矢野小学校に人権

の花の苗が贈呈されました。

　みんなで花を育てることをとおして、協力、感謝

することの大切さを学び、生命の尊さを実感するこ

とが願われています。

　贈呈式には、矢野川幼稚園の園児と若狭野小学

校・矢野小学校の６年生が参加しました。

　西播磨人権啓発活動地域ネットワーク協議会が主

催して行われ、贈呈式の中で、「花たちはお世話しないと枯れてしまします。やさしく

お世話をしてあげてください。みなさんのやさしさが伝わると、とてもきれいな花が咲

きます。花をやさしくお世話するのと同じように、まわりに困っている人がいたら、や

さしい気持ちをわけてあげてください。」というお話を子どもたちは、うなずきながら真

剣に聞いていました。

　子どもたちの心のようにきれいな花が、きっと咲くことでしょう。

　双葉小学校では、ＮＰＯ法人奈良地域の学び推進機構理事の石川千明さんを講師とし

て人権講演会を開催しました。講演の内容は、「スマホ時代の子どもたちに大人ができる

こと」です。

　講演会では、「親子のかかわり」を中心にお話をされました。実際にあったネットトラ

ブルについて、詳しく説明していただきました。

　ネットトラブルの解決策として、以下のことが大切だと

言われています。

①  親子で具体的なルールについて話し合うこと

②  大人が子どものネット社会について知ろうとす

る姿勢をもつこと

③  子どもの「困った」に気がついてあげられる関

係であること

　出席された保護者や地域の方は熱心に耳を傾けてお

られました。

　市民人権学習（双葉小学校ＰＴA）

　「人権の花」運動

花の苗植えの様子

（矢野川幼稚園）（矢野小学校）（若狭野小学校）

４月２０日

５月３０日

(1)相生市を「人権尊重の文化に満ちたまち」にするため、市民の人権について

の学びの活動を支援する｡

(2)人権学習を生涯学習の一つとして位置づけ、より多くの市民に対して学ぶ機

会を提供する｡

　相生市に在住・在勤する原則 10名以上のグループによる学習に対して運営

費、講師謝金等を補助

人権（女性･子ども･高齢者･障がいのある人･同和問題･

外国人･性の多様性等）をテーマとした以下の学習活動

○講演・講話  ○車座勉強会

○人権啓発用 DVD を活用した学習 等

詳細は人権教育推進室（電話２３－７１４５）までお問い合わせください

募集部門／応募資格

文 芸 部 門 兵庫県内に在住、在勤、在学の方

動 画 部 門 兵庫県内に在住、在学している学生

（高・大・専門学生等）

イラスト部門 兵庫県内に在住、在学している学生

（高・大・専門学生等）

応募作品／インターネット上を含む未発表・未投稿の自作

作品に限ります。

応募方法／郵送または持ち込み 

文芸部門〆切り 9月6日（金）【必着】

動画・イラスト部門〆切り 9月27日（金）【必着】

※作品は、審査委員会で審査・選考されます。

　詳細については兵庫県人権啓発協会ＨＰをご覧になるか、電話でお尋ねください。

    〒650-0003 神戸市中央区山本通4-22-15

県立のじぎく会館内（公財）兵庫県人権啓発協会

「ＨＹＯＧＯヒューマンライツ作品コンテスト」○○部門係

    ☎０７８－２４２－５３５５ 

１ 目的

２ 支援対象

３ 支援対象とする事業内容

作品募集中

「令和６年度ＨＹＯＧＯヒューマンライツ作品コンテスト」

人権文化の進展と～人権課題の解決について考えてみよう

○人の優しさや思いやり、支え合うことのすばらしさが表現されているもの

○一人ひとりを大切にし、心豊かな社会づくりをめざす姿勢が表現されているもの 

○生命や人権の尊さ、大切さが表現されているもの 

○人権課題の解決に向けて、明るい展望をもって表現されているもの
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